
第 ７ 号議案 

 

 

府中市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 

 

 

 上記の議案を提出する。 

 

令和 ４ 年 ２ 月２１日 

 

               提出者 府中市長 高 野 律 雄 

 

 

 

 

 

 

（説明） 

民法（明治２９年法律第８９号）の一部改正に伴い、所要の改正を行うもので

あります。 
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府中市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 

 府中市国民健康保険条例（昭和３４年３月府中市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第１０条第１項中「２０歳」を「１８歳」に改める。 

 付 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


